
1 
 

 

 

 

 

 

第２期河南町地域福祉計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25(2013)年 3 月 

 

河南町 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

  

  

  ........................................................................................................................................................................ 2 

  .................................................................................................................................................................. 3 

  ....................................................................................................................................................... 4 

  

  ................................................................................................................................................ 8 

  ........................................................................................................................... 14 

  

  ................................................................................................................................................................ 18 

  ................................................................................................................................................................ 19 

  ......................................................................................................................................................................... 20 

  

  ............................................................................................................... 22 

  ............................................................................................................................. 32 

  ........................................................................................................................................... 40 

  

  ................................................................................................... 44 

  ............................................................................................. 47 

  ....................................................................................................................................................... 48 

 

  ..................................................................................................................................................... 50 

  ..................................................................................................................................................... 67 

 .................................................................................................................................................................... 68 

  ............................................................................................................................................................................. 69 



0 
 



1 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



2 
 

    

        

地域福祉 

  

 

これまで福祉は、どちらかと言えば社会的に弱い立場にある人に対しての施策として

捉えられていましたが、今日では日々の暮らしの場である地域において、そこに住む

人々が生活していく中で、何らかの支援や支え合いを必要とする人への対応も視野に入

れた幅広い概念のものへと変化しています。 

これからのまちづくりは、子どもから高齢者まで住民の誰もが住み慣れた地域で生活

していく上において、心豊かに安心して暮らせるような仕組みを構築していくことが求

められています。 

このため、私たちは、「安全で安心して暮らせるまちづくり」を目指して、自助（自

ら解決する）、共助（地域等で支えあう）、公助（行政等が支援する）というそれぞれ

の役割の中で特性を生かした取り組みが必要です。 

「地域福祉」とは、手助けや支援を必要としている人たちが抱える日常生活の不安の

解消やさまざまな福祉課題を、自分たちが住んでいる地域という場所で、誰もが安心し

て自立した生活を送ることができるよう、暮らしやすいまちづくりを進めていこうとす

る取り組みのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人（住民一人ひとり）や 
家族が自ら解決できる 
生活課題 

行政等が支援すべき 

生活課題 

 
地域やボランティア等の 

支え合いで解決できる 

生活課題 
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急速な少子高齢化社会の到来、家族形態の変化など、近年の社会情勢の変化の中、個

人の価値観や生活様式の多様化などから、人と人との「つながり」や「相互扶助」が弱

まり、近隣住民の人間関係が希薄になるなどお互いの顔が見えにくい状況が広がってい

ます。 

また、高齢者の孤独死、災害時等の要援護者の支援など新たな問題も生じ、プライバ

シー意識の高まりなどから家庭内や地域住民間のコミュニケーションが不足し、児童・

高齢者等虐待、引きこもりなどの社会問題も起きています。 

こうした中、平成２３年３月に発生した東日本大震災において、改めて地域における

支え合いの必要性が再認識されました。災害や緊急時における高齢者や障がいのある人

などの避難誘導・支援体制が適切に行われるためには、日常からのつながりが大切です。 

そのため、日々の生活の場である地域において、住民自らが、様々な住民主体の活動

や住民と行政との協働によって、今後、増大する福祉課題を解決していくためには、本

町でも新たな支え合いのあり方や助け合いの仕組みづくりが重要となってきます。住民

一人ひとりの幸せな暮らしを支えていくために、住民と行政の協働のもとで、新たな地

域ケア体制を構築し地域力を活かしたネットワークをつくり、福祉のコミュニティを強

化することが必要です。 

平成２０年３月の厚生労働省「これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書」

でも指摘されているように、公的福祉サービスだけでは対応しきれない制度の谷間にあ

る問題が顕在化しています。一方で、第 1 期河南町地域福祉計画策定後、介護保険法の

改正及び障害者自立支援法の制定等により、公的福祉サービスが分野ごとに整備されて

いきました。こうした状況の変化に対応できるよう計画に見直しが必要です。 

「第２期河南町地域福祉計画」の策定にあたっては、住民一人ひとりが身近な生活の

中で生じた課題を、自らの問題として捉え、その解決に向けて地域福祉の担い手となっ

ていくことも求められています。 

そのために、地域での支え合いや助け合いといった、地域全体の福祉ネットワークの

構築に向けて、地域住民、ボランティア、NPO、社会福祉法人、河南町社会福祉協議

会、行政等が、それぞれの役割の中で、お互いが力を合わせる関係をつくり、社会経済

情勢、住民ニーズ等の変化を踏まえ地域で支える仕組みづくりを目指すとともに、地域

福祉推進のための新たな共通理念や福祉ビジョンの策定が必要です。 
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地域福祉の推進計画は、社会福祉法第 107 条で市町村が「地域福祉計画」を、第

108 条で都道府県が「地域福祉支援計画」をそれぞれ策定することが規定されていま

す。「河南町地域福祉計画」は、社会福祉法第４条に規定された「福祉サービスを必要

とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化そ

の他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めな

ければならない。」という新しい社会福祉の目的を明確にし、本町の実情に合った地域

福祉を計画的に推進するためのものです。 

少子高齢化の進行、核家族化、地域コミュニティの弱体化等を背景に、地域住民相互

の社会的なつながりも希薄化するなど、地域社会が変容しつつある中で、ボランティア

やＮＰＯなどによる活動は社会福祉に限らず、社会教育やまちづくり等多様な広がりを

みせ、活発化してきています。 

こうした背景の中で、本計画は、現代社会における地域社会・地域福祉の役割と方向

性を見出し、実現させるためのものです。 
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本計画は、社会福祉法第 107 条に規定する市町村地域福祉計画に基づき策定するも

のであり、本町の地域福祉の水準を高めていくための指針となるものです。 

また、本計画は「河南町第四次総合計画」を上位計画とし、「障がい者計画及び障が

い福祉計画」「次世代育成支援行動計画」「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計

画」「健康かなん２１」を包含する福祉の基本計画とするとともに、地域福祉の推進に

中心的役割を担う河南町社会福祉協議会における行動計画としての河南町地域福祉活動

計画と相互に連携・整合を図るために「第２期河南町地域福祉計画」を一体的に定める

ものです。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本計画の期間は、平成２５年度（2013 年度）から５年間とし、変化する社会情勢への

対応や、他計画との整合を図るため、必要に応じて随時見直しを行うものとします。 
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平成 24 年３月末の住民基本台帳によると、河南町の総人口は 16,293 人となって

おり、平成 19 年まで増加していましたが、平成 24 年では減少しています。なお、河

南町第四次総合計画においては、平成 32 年の目標人口を 18,000 人と推計していま

す。年少人口（0～14 歳）や生産年齢人口（15～64 歳）は平成 14 年までは増加し

ていますが、平成 19 年には減少に転じています。一方、高齢者人口（65 歳以上）は

増加し続けており平成 24 年で 4,236 人となっています。高齢化率（総人口に占める

高齢者の割合）は 26.0％で、高齢化の進行がうかがえます。 
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 平成 24 年３月末の年齢・男女別の人口構成をみると、年齢別では団塊の世代となる

60～64 歳人口が最も多くなっています。 
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 総世帯数については、平成 22 年で 6,419 世帯となり、経年で増加傾向にあります。

１世帯あたりの人員数については減少傾向が続いており、平成 22 年では 2.61 人とな

っています。 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年の核家族世帯は 3,666 世帯、単独世帯は 1,859 世帯となり、特に核家

族世帯は増加を続けており、家族形態の多様化がうかがえます。 
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介護保険の要介護認定者の推移をみると、認定者数は増加傾向にあり、平成 19 年か

ら平成 23 年までの４年間で 64 人増加しています。要介護度別にみると、平成 23 年

までは要介護４の伸びが特に高くなっている一方で、要介護２・３は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種障害者手帳所持者数の推移をみると、手帳所持者は平成 23 年で 885 人となり、

平成 19 年と比べて４年間で 107 人増加しています。特に身体障害者手帳所持者が増

加しています。 
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高齢者のいる世帯数は、年々増加しており、特に高齢者ひとり暮らし世帯の増加率が

高くなっています。平成 22 年において、65 歳以上の高齢者のいる世帯は 3,161 世

帯、そのうち高齢者ひとり暮らし世帯は 490 世帯となり、いずれも経年で増加傾向に

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出生率については、平成 23 年で 5.0％となり、平成 22 年まではほぼ横ばい状態で

したが、平成 23 年で大きく減少しています。 

出生実数についても、平成 23 年で 85 人となり、出生率と同じ傾向がみられます。 
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平成 22 年において、母子世帯は 65 世帯、父子世帯は 6 世帯となり、母子世帯は経

年で増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活保護の世帯員及び世帯主数の推移をみると、年々増加しており、平成 23 年にお

いては、世帯主が 59 人、世帯員が 89 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

  

 

少子高齢社会を迎え、住民のライフスタイルが多様化する中で、河南町では、ひとり暮

らしの高齢者が増えており、高齢単身世帯数は平成 22 年で 490 世帯となっています。 

地域での交流が少なくなり、地域の暮らしの中で、不安を感じることが多くなることも

考えられます。また、年齢や性別、障がいのある人ない人など、地域にはさまざまな人が

生活しており、それぞれの抱える課題も多様になっています。 

住民懇談会（P5０以降に住民懇談会実施概要に詳細記述）によると、「住民の連帯感が

低くなっている」「近所の人との交流が少なくなった」といった意見がみられました。 

その上で、地域活動について、「各地区で活動している団体の横のつながりを深める」

「ふれあう機会の場を増やす」といった取り組みが考えられました。 

この課題につきましては、第１期の河南町地域福祉計画にも重要な課題として取り組ん

できましたが、今後も引き続き、地域住民が協力し合える地域をつくるため、地域住民の

一人ひとりの助け合いの意識を育て、地域における助け合い活動の基礎的な組織である自

治会や地区福祉委員会を中心とした小地域ネットワーク活動等を通して、地域での助け合

いの意識の向上に努める必要があります。 

 

 

近年、全国的に地域活動やボランティアへの関心が高まっており、住民懇談会では、

「ボランティア人口が多い」といった意見がみられました。一方で、「各地区のボランテ

ィア活動をもっと知ってほしい」「ボランティアに参加する人が減少している」といった

意見もみられました。 

高齢者や障がい者への支援、子育て支援にかかわるボランティア、手話・要約筆記者等

の福祉ボランティアの養成・確保に努めるとともに、河南町社会福祉協議会や NPO 法人

が行っているさまざまな活動が互いに連携しながら活性化していくよう、支援体制の強化

が求められています。また、地域の人々が、ボランティアをはじめとする地域活動にスム

ーズに参加できる基盤づくりが必要です。 

この課題も、第１期地域福祉計画から引き続いて検討を重ねている案件であり、さらに、

団塊世代の地域社会における受け皿が課題となっており、新しいライフスタイルを導き出

し、生きがいづくりや社会参加を地域全体で考えていくことが必要です。そして、地域で

の活動を円滑に効果的に進めるために地域活動とボランティア活動、支援してほしい人と

支援できる人との調整機能が必要とされます。 
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三世代世帯などの減少に伴う世代間交流の減少は、地域におけるコミュニティ機能の低

下へと繋がっていると指摘されています。 

住民懇談会では、「近所の人たちとの付き合い方が難しく思う」「住民同士の付き合い

が薄い」といった意見がみられました。 

地域での支え合いを進めていくには、大人が子どもや若い世代に地域の良さを伝えると

ともに、身近な人同士が地域で気軽に集まり、地域での交流を活発化することが必要です。 

 

 

保健福祉サービスを利用する際は、行政の担当部署や河南町社会福祉協議会、また、地

域の地区福祉委員等の相談窓口がありますが、身近に相談できる人がいない、あるいは相

談窓口があっても行くことのできない人などさまざまな状況があり、また、児童虐待やＤ

Ｖ（ドメスティック・バイオレンス）、引きこもり等新たな課題として社会問題化してい

る事例についても相談体制の整備が求められています。 

そのため、町の広報紙をはじめ、さまざまな媒体を活用した情報提供やサービスの相談

窓口の周知を図るとともに地域においては地区福祉委員や地域団体等と緊密な連携・協力

を行うなど行政等と地域が一体となった相談体制の充実が求められています。 

また、第１期地域福祉計画からの課題で、相談内容を関係機関で共有できるネットワー

クを構築し、そこから施策へと反映する仕組みづくりも重要課題となっています。 

 

 

年齢や障がいの有無に関わらず、誰もが地域で心豊かに充実した生活を送ることができ

るよう、地域での見守りや声かけなどの活動や在宅支援を必要としている人に対する理解

と意識の向上が求められます。また、自立生活が困難な人たちが、住み慣れた地域で暮ら

し続けるためには、在宅支援サービスの一層の充実と適切なサービスを利用できるための

仕組みや環境づくりが必要です。 

本町でも高齢化が進行し、65 歳以上の高齢者が平成 24 年で２６．０％を占め、高齢者

のいる世帯についても平成 22 年から増加を続け 3,161 世帯となっています。また、家族

介護者の高齢化により、在宅での生活が困難な状況がうかがえます。 

サービスに対するニーズが多様化・複雑化する中で、地域の中にある社会資源を活用し

た既存の枠にとらわれないサービスの充実や、今後は、高齢者に対する支援と同時に、育

児支援や精神障がい、発達障がいなど、現行制度の狭間にあり、支援が十分に行き届いて

いない対象者に対して、第１期地域福祉計画からの引き続き課題として、積極的に対応し

ていくことも必要とされています。 
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青少年を取り巻く環境の悪化や、地域における互助機能の低下など、様々な社会の悪循

環を背景に、犯罪の多発や凶悪化が全国的な社会問題になっています。 

住民懇談会では、防犯に対する取組みとして、「青色パトロール・徒歩巡回パトロール

の推進」「防犯カメラの充実」等が提案されています。 

また、最近では高齢者などを狙った悪徳商法や子どもの犯罪被害等が頻発していること

から、近隣住民同士の交流や見守り、声かけを通して日ごろからのつながりを強めるとと

もに、防犯に対応できる地域づくりを進めていく必要があります。 

 

 

地震など大規模災害が起きた時、高齢者や障がい者など、援護の必要な人が困らないよ

うな対策を講じることが必要です。 

住民懇談会では、防災に対する取組みとして、「要援護者マニュアルのさらなる展開」

「災害時弱者に対する支援体制の推進」等が提案されています。 

災害発生時においては、災害時要援護者の避難が難しく、また生命や身体の危険に直結

するため、救出・救護体制を整える必要があります。 

 

 

高齢者や障がい者、子どもを含めたすべての人が住み慣れた地域でいきいきと暮らすた

めには、生活領域を拡大し、さまざまな社会参加が可能となるよう、気軽に安心して移動

できる環境整備が必要です。 

本町では、現在、やまなみホールに来場する人の利便性を図るため、町内を循環してい

る「やまなみバス」が運行されていますが、運行地域が限られ、本数が少ないなど利便性

についての課題があります。また、道路や公共施設、民間施設などのバリアフリー化は取

り組まれていますがまだまだ十分とは言えません。 

生活環境の充実を図ることは、住民の交流を進めるために、また、住みやすい安全な地

域づくりを進めるために大切なものです。バリアフリー環境、交通環境の整備により、だ

れもが暮らしやすい地域づくりに努め、多くの人が利用する公共施設などのバリアフリー

化をさらに進め、人にやさしいまちづくりを推進するための取り組みが求められています。 
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河南町は、美しい自然や歴史に恵まれた豊かなまちです。平成２１年度に策定された

「河南町第四次総合計画」においては、『豊かな自然と文化 ともに創る笑顔あふれる

元気なまち』を将来像として掲げています。 

また、「住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らす」という誰もがもっている願い

を実現するには、福祉制度の充実に加え、人々が互いに助け合い支え合う地域の力を高

めていくことが大切です。 

一方で、全国的に進行している少子高齢化は本町においても例外ではなく、それに伴

い核家族化や地域のつながりの希薄化などが懸念されています。「向こう三軒両隣」と

いわれたような身近な地域、隣近所はもちろんのこと、地域社会の最小単位であり、福

祉の原点、地域の原点である「家族・家庭」のつながりを再構築していく必要がありま

す。そうした背景の中、地域福祉は子どもからお年寄り、障がい者など、本町に住むす

べての住民がいきいきと自分らしく安心して暮らしていくために、なくてはならないも

のといえます。本町においては自助・共助・公助の考え方を基本とした地域福祉を根付

かせ、住民一人ひとりが責任をもって思いやりの心が育むまちづくりに向けて、第１期

計画におけるテーマ・考え方を継承していきます。 

 

 

地域をつなぐ 思いやりの心が育む 温かいまち 

～共助による 安全・安心の地域づくり～ 
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本計画の核となる考え方は第一期の計画を踏襲し、次の３つの基本目標を定め、各々の目

標の実現に向けて体系化を行い、地域の抱える課題解決に向けて取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１    

  

 住民一人ひとりが、生涯にわたって健やかに生きがいを持って生活を送ることができ

るよう、自分に合った適切なサービスを自らの意思で選択できるしくみをつくります。 

 

 

  

 住民一人ひとりが、住み慣れた地域でともに支え合い、助け合えるよう、福祉に対す

る意識をはぐくむとともに、地域住民やボランティア団体など、地域福祉を担う人々す

べてで地域福祉を支えるまちづくりを進めます。 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２    

   

 住民一人ひとりが、地域福祉の計画や活動に参画できる、参画しやすい環境をつく

り、住民が主体的に活動できるまちづくりを進めます。 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３    
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①成年後見制度の周知と利用者への支援 

②日常生活自立支援事業の基盤整備 

③生活保護等各種制度の適切な運用 

④虐待防止の啓発と支援 

①福祉に関する教育・学習の場の促進 

②福祉に関する積極的な情報提供 

    

①地域活動を担う人材の育成 

②ボランティア活動の普及・啓発 

③参加につなげるしくみづくり 

④地域活動を推進するリーダーの発掘・育成 

①地域の組織・団体の連携 

②地域住民同士の交流促進 

③地域の見守り体制づくり 

④社会参加の促進 

⑤世代間交流の促進 

⑥交通手段確保のための対策の検討    

                
①地域活動に関わる各種団体との連携 

②河南町社会福祉協議会の活動との連携    

                                
①住民参画への意識啓発 

②住民参画のための体制づくり    

           
①各地域単位での活動拠点づくり 

    

        
①情報提供体制の充実 

②関係機関との連携 

    
    
①相談支援体制の整備 

②地区福祉委員などとの連携 

①地域の防犯活動への支援 

②地域の防災活動への支援 

③要援護者への支援    

基本目標 取り組みの方向・具体的な取り組み 
 

今後の取り組み方針 

        
①ボランティア等への活動支援の充実 

②事業者等への支援の充実    
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(1)(1)(1)(1)情報提供情報提供情報提供情報提供・・・・共有共有共有共有体制体制体制体制のののの充実充実充実充実    

 
                                
(2)(2)(2)(2)相談支援体制相談支援体制相談支援体制相談支援体制のののの整備整備整備整備    

 

            
(4)(4)(4)(4)防犯防犯防犯防犯・・・・防災防災防災防災にににに対対対対するするするする体制体制体制体制のののの

充実充実充実充実    

    
(3)(3)(3)(3)多様多様多様多様なななな福祉福祉福祉福祉サービスのサービスのサービスのサービスの育成育成育成育成・・・・

支援支援支援支援    

                            
(5)(5)(5)(5)あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる人人人人にににに対対対対するするするする権利擁権利擁権利擁権利擁

護護護護のののの推進推進推進推進    

 

２２２２    
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(2)(2)(2)(2)地域活動地域活動地域活動地域活動のののの担担担担いいいい手手手手づくりづくりづくりづくり 

 

(4)(4)(4)(4)地域福祉団地域福祉団地域福祉団地域福祉団体体体体・・・・河南町河南町河南町河南町社会福社会福社会福社会福

祉協議会祉協議会祉協議会祉協議会とのとのとのとの連携連携連携連携    

                                                                                                                    
(3)(3)(3)(3)地域地域地域地域のつながりづくりのつながりづくりのつながりづくりのつながりづくり    

 

                
(1)(1)(1)(1)福祉意識福祉意識福祉意識福祉意識のののの醸成醸成醸成醸成    

 

                                        
((((２２２２))))地域地域地域地域活動活動活動活動のののの拠点拠点拠点拠点づくりづくりづくりづくり    

                                        
((((１１１１))))地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動へのへのへのへの住民住民住民住民参画参画参画参画    
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利用者自身が福祉サービスを選択し、個人のニーズにあった福祉サービスを決定する

時代へと移り変わり、サービスの種類や提供者が多様化している中、自分に最も適した

サービスを選択するための効果的な情報提供体制が求められています。 

役場の窓口や広報紙をはじめ、パンフレット、インターネット等多様な媒体の活用を

通して、福祉サービス・制度等の周知徹底を図っていく必要があります。 

また、住民の参画と協働によるまちづくりを進めていく上では、住民、福祉団体、事

業者、行政間での情報の共有が必要です。町で実施している活動内容などを説明し、参

画しやすくするための情報提供を行うよう努めます。 

 

■取り組み内容 

 

自助（自ら解決する） 

取り組み 内容 

①情報提供体制の充実 

・行政等から提供される情報については、関心を持って必ず

目を通し、情報の把握を心がけましょう。同時に、行政窓

口を訪ねるなど、必要とする情報を自ら積極的に収集する

よう心がけましょう。また、福祉サービスを利用する際に

は、情報入手に努めるとともに、福祉ニーズの発信に努め

ましょう。 

②関係機関との連携 
・回覧板などを利用し、住民同士の交流を通じて必要な情報

の伝達や共有を図っていきましょう。 

 

 

共助（地域等で支え合う） 

取り組み 内容 

①情報提供体制の充実 

・地域において不足している福祉サービスの実施・創出な

ど、新しいサービスを積極的に対応できるようにするとと

もに、内部研修の実施や外部研修へ積極的に参加し、見識

の向上を図り、地域に必要な情報を提供しましょう。 

②関係機関との連携 

・地域の会合や施設見学など、互いの行事への参加を通じて

信頼関係を築くとともに、協力しあいながら地域における

福祉サービスの質を高めていく仕組みづくりを進めましょ

う。 
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公助（行政が支援する） 

取り組み 内容 

①情報提供体制の充実 

・町の広報紙やホームページを媒体として情報提供を行いま

す。 

・高齢者向けに文字を大きくしたり、障がい者向けに情報の

受け手の特性に合わせた福祉サービス情報の提供を行いま

す。 

・サービス内容や利用の手続きの情報をわかりやすくまとめ

た冊子等を作成します。 

・子育てに関する情報を記載した「子育てマップ」やバリア

フリー情報などを記載した「福祉情報マップ」を作成しま

す。 

・情報の入手が困難とされる高齢者や障がい者にはその家族

に対して説明するなど、各種情報が行き届くように努めま

す。 

②関係機関との連携 

・保健、医療、福祉に関する必要なサービスの情報がいつで

も、どこでも入手できるよう、関係機関と連携し情報提供

体制を整備していきます。 
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地域住民が抱える課題、問題などを早期に発見し、深刻な事態になる前に適切に対応

するためには、相談体制の充実が必要です。また近年では、利用者自身にも福祉サービ

スを選択することが求められていることから、相談の果たす役割はより一層大きなもの

となっています。 

地域において、そこに行けば相談でき、内容によっては専門的な機関へとつなぐこと

ができるような窓口の設置に努めます。 

 

■取り組み内容 

 

自助（自ら解決する） 

  

①相談支援体制の整備 

・地域にお住まいの高齢者、障がい者及び児童等に対して、

地域の皆が声をかけ合い、ふれあう機会を増やし、相談で

きやすい環境を作りましょう。 

②地区福祉委員などと

の連携 

・地域における身近な相談機能として、地区福祉委員などに

地域福祉にかかる情報を積極的に提供しましょう。 

 

共助（地域等で支え合う） 

  

①相談支援体制の整備 

・河南町社会福祉協議会では「いきいきネット相談支援セン

ター」を設置しており、介護や子育て等、在宅で様々な悩

みを抱えている人の、あらゆる相談にコミュニティソーシ

ャルワーカーや河南町社会福祉協議会の専門員が応じまし

ょう。 

②地区福祉委員などと

の連携 

・地域における身近な相談機能としての地区福祉委員などと

の連携を密にし、協働して地域福祉を推進していきましょ

う。 
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公助（行政が支援する） 
  

①相談支援体制の整備 

・地域包括支援センターを中心とした、相談機能や支援体制

のより一層の充実とともに、必要に応じて専門機関にスム

ーズにつなげられる体制づくりに努めます。また、相談を

受ける職員一人ひとりについても専門性の知識の向上をめ

ざします。 

・福祉サービスを利用する場合は、複数のサービスを必要と

する事も多く、また、サービス内容が福祉分野に限られる

訳では無いため、保健・医療・福祉の各分野が連携し、サ

ービスを総合的に提供する場合が必要となります。そのた

め、サービスをマネジメントする仕組みを相談支援体制の

整備及び強化をすることで対応できる仕組みづくりを推進

します。 

②地区福祉委員などと

の連携 

・地域における身近な相談機能として、地区福祉委員などと

の連携を強化し、情報提供や活動支援を推進していきま

す。また、地区福祉委員会などとの連携を強化することに

より、福祉サービスに結びついていない要支援者の発掘

や、その要支援者に対する福祉サービスの提供に係る支援

を行います。 
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地域に暮らす誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、福祉サービス

の充実は欠かすことができません。「次世代育成支援行動計画」、「高齢者保健福祉計

画及び介護保険事業計画」、「障がい者計画及び障がい福祉計画」及び「健康かなん

21」等に基づいた福祉サービスを充実させ、十分なサービス量を確保していくと同時

に、高齢者や障がい者の社会参加、生きがいづくりなど、住民自身の活動についても支

援が必要となっています。 

公的なサービスだけでなく、河南町社会福祉協議会や福祉団体、ボランティア、ＮＰ

Ｏ等が実施している様々なサービスを促進させ、地域全体で自立を支えるための事業を

育成する基盤づくりを進めていきます。 

 

■取り組み内容 

 

自助（自ら解決する） 
  

①ボランティア等への

活動支援の充実 

・ボランティア活動等に積極的に参加しましょう。 

・いきいきサロン等の福祉イベントに積極的に参加しましょ

う。 

②事業者等への支援の

充実 

・福祉サービスを利用する際には、利用者としてのマナーに

心がけましょう。 

 

共助（地域等で支え合う） 
  

①ボランティア等への

活動支援の充実 

・ボランティア等が行う福祉サービスについて、研修の実施

や情報の提供を行うなど、福祉に関わるサービスの全体的な

充実を図りましょう。 

 

公助（行政が支援する） 

  

①ボランティア等への

活動支援の充実 

・河南町社会福祉協議会等が行うボランティアの育成に係る

研修や情報の提供を支援します。 

②事業者等への支援の

充実 

・福祉サービス事業者等の適正な運営と質の向上のための情

報提供を実施するとともに、意見交換の場の確保に努めま

す。 
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地域の安全・安心については、児童を巻き込んだ犯罪や高齢者や障がい者などを狙っ

た詐欺事件などが多発し、深刻な社会問題となっています。このような社会状況のもと、

全国各地では、地域住民自らが自主的にパトロールを行い、地域安全に関する情報を発

信するなど、様々な自主的・自発的な取り組みが行われています。本町でも防犯灯の設

置をはじめ、犯罪の起きにくいまちづくりを進めるために、住民・地域・警察等行政機

関との連携を深めるなど体制を整備していくよう努めます。 

また防災対策では、平成23年３月に発生した東日本大震災の際に、要援護者の把握

や安全な場所への誘導・受入体制、避難所における認知症高齢者や障がい者への対応等

の課題が明らかになりました。 

地域には様々な人が生活しており、寝たきりの高齢者や一人暮らし高齢者、また、障

がい者などは、災害や緊急時の避難の際に助けが必要となります。このような要援護者

の所在をどのように把握するのか、また、緊急時の救援活動はどうなるのか、課題も多

い状況です。 

地域による見守りや声かけなどで日頃からのつながりを強めるとともに、災害時や緊

急時の対策や自主防災組織充実を進めていくよう努めます。 

 

■取り組み内容 

 

自助（自ら解決する） 
取り組み 内容 

①地域の防犯活動への

支援 

・不審者をみたら通報しましょう。 

・悪徳商法等防犯に関する情報の共有を図り、被害に遭わな

いよう呼びかけましょう。 

・「子ども 110 番」に登録したり、「かなん安全・安心メ

ール」や大阪府警察による「安まちメール」を活用するよ

う心がけましょう。 

②地域の防災活動への

支援 

・避難場所や防災設備を確認しておきましょう。 

・地域で行われる防災訓練に積極的に参加しましょう。 

・日ごろからの防災に関する情報収集に努めるとともに、災

害危険箇所の相互通報に心がけましょう。 

③要援護者への支援 
・日ごろから地域の中で人間関係を深め、緊急時の支援を依

頼しておくよう心がけましょう。 
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共助（地域等で支え合う） 
取り組み 内容 

①地域の防犯活動への

支援 

・青色パトロールや徒歩巡回パトルールなど、地域の見守り

活動をはじめとした防犯体制の強化を図りましょう。 

・声かけ運動や地域における防犯パトロール活動の実施、子

どもの登下校にあわせて散歩するなど、地域の中で自主的

な防犯活動を進めましょう。 

②地域の防災活動への

支援 

・防災意識を高め、必要な知識を身につけるため、防災教室

の開催や防災訓練の実施、自主防災組織の立ちあげなど、

地域の自主的な防災活動を進めましょう。 

③要援護者への支援 

・近隣住民が活動する拠点として活用できる場所(空き店舗や

空き家等)等の確保や環境整備を支援しましょう。 

・地域包括支援センター等の専門機関と地区福祉委員、近隣

住民との日常的な協力関係をつくりましょう。 

・住民や関係機関が先進地の取り組みから学ぶ研修会を開催

しましょう。 
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公助（行政が支援する） 

取り組み 内容 

①地域の防犯活動への

支援 

・かなん安心安全メールや防災行政無線等で防犯についての

情報を提供します。 

・住民の防犯意識を高めるため、広報紙への掲載や講座を開

催するなど、各種啓発活動を充実します。 

・地域における防犯活動の結成を呼びかけ、活動を支援して

いきます。 

・悪徳商法や不審者等に関する情報提供の充実を図ります。 

・交通事故や防犯のため、防犯灯（LED）の設置について助

成します。 

②地域の防災活動への

支援 

・防災関係機関と連携し、避難地・避難路の確保、火災の延

焼防止、災害応急活動の円滑な実施を図るため、公園、緑

地、道路、河川等の都市基盤施設の効果的整備に努め、農

地などの貴重なオープンスペースや学校などの公共施設等

の有効活用を図り、防災空間を確保します。 

・地すべり、がけ崩れ、土石流等による土砂災害の発生が予

測される危険箇所について、防災体制の整備、予防措置の

指導及び防災工事など各種の予防対策を講じ、地域住民の

安全確保に努めます。また、地すべり等による土砂災害の

発生が予測される危険箇所の正確な実態の把握に努めま

す。 

③要援護者への支援 

・要援護者登録制度について広報・周知し、自ら要援護者名

簿等への登録を希望した者の情報を収集します。 

・定期的に要援護者名簿の見直しを行うなど要援護者情報更

新に努めます。 

・平常時から危機管理関係部局を中心とした横断的組織を設

けて、情報の伝達・管理体制や安否確認、避難誘導等一連

の指揮・命令系統を明確にします。 

・警察、消防機関、保健所等の行政機関や自主防災組織、河

南町社会福祉協議会、地区福祉委員、福祉サービス事業

者、ＮＰＯ等と協力して要援護者の支援にあたることとな

るため連携強化に努めます。 
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認知症高齢者や知的障がい者の中には、財産の管理や日常生活で生じる契約など、判

断が求められる行為を行う時に、不利益を被る人がいます。こうした人たちの権利を守

るため、成年後見制度や日常生活自立支援事業があります。 

今後は、認知症高齢者の増加とともに、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理

などに関する相談件数の増加が予想されます。 

さらに、近年の雇用状況の悪化等により、高齢者や障がい者以外でも、生活保護受給

者やその可能性のある人が今後増加することが予想されます。社会の一員として、高齢

者や障がい者はもちろん、生活困窮者や母子家庭など、あらゆる対象への権利擁護を推

進していく必要があります。 

これらを踏まえ、成年後見制度や日常生活自立支援事業の推進のもと、福祉サービス

利用者の権利擁護をより一層充実していくよう努めます。 

 

■取り組み内容 

 

自助（自ら解決する） 

  

①成年後見制度の周知

と利用者への支援 

・成年後見制度や福祉サービス利用援助事業についての知識

を身に付け、必要に応じて活用していくよう心がけましょ

う。 

④虐待防止の啓発と支

援 

・家庭内の介護疲れや子育てによるストレスを感じた時には

地域の地区福祉委員に相談しましょう。 

 

共助（地域等で支え合う） 

  

①成年後見制度の周知

と利用者への支援 

・認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十

分な方々が、各種契約や手続きを行うときに、不利な契約

を結ばないよう法律的に支援し、自己決定を尊重して、そ

の権利や財産を守るため制度の普及、啓発を図りましょ

う。 

②日常生活自立支援 

事業の基盤整備 

・判断能力が十分でない人が地域において自立して生活がで

きるよう、福祉サービスの利用援助や金銭管理など利用者

の権利を擁護するため、河南町社会福祉協議会が実施する

日常生活自立支援事業について、普及、啓発を図りましょ

う。 

④虐待防止の啓発と支

援 

・児童、高齢者虐待及び障がい者虐待等の防止・早期発見す

るため、民生委員児童委員を中心とした地域のネットワー

クを活用し、各種虐待対策に努めましょう。 
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公助（行政が支援する） 

  

①成年後見制度の周知

と利用者への支援 

・成年後見制度について周知啓発を行い、適切な利用促進を

図ります。また、利用しやすい基盤整備を図るとともに、

対象者の把握や利用者支援を推進します。 

②日常生活自立支援 

事業の基盤整備 

・河南町社会福祉協議会等が行う日常生活自立支援事業に係

る情報の提供等の支援を行います。 

③生活保護等各種制度

の適切な運用 

・民生委員児童委員などの関係機関と連携しながら、生活保

護制度をはじめとした各種事業の適切な運営を図ります。 

④虐待防止の啓発と支

援 

・高齢者虐待、児童虐待及び障がい者虐待の防止に向け、虐

待の発生予防、早期発見・早期対応に取組みます。 

・虐待などの早期発見や適切な保護や支援のため、関係機関

の間で情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応する

ための体制整備を推進します。 

・虐待防止に係る啓発に努めます。 
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一人ひとりを尊重する人権尊重の視点、すべての人々を社会の構成員として包み支え

合うという視点、人を思いやる心は地域福祉を進める上で不可欠であり、基本でもあり

ます。しかし、社会の変化や少子高齢化、家族形態の多様化が進む中、地域社会での交

流が少なくなってきており、人と人との心のふれあいを通した心の育みができにくくな

っている状況があります。 

子どもから大人まですべての住民が地域活動に参加し、お互いの気持ちや助け合いの

心を大切に、思いやる心を育てていくことが地域福祉を推進していく上で大切なことと

なります。 

子どもの頃からのボランティア活動の実践や福祉体験、また大人に対しても、福祉に

関する学習の機会やボランティア実践の推進、さらに福祉の情報を理解しやすいかたち

で積極的に発信していくなど、「あたたかな心」を育むような機会づくり、学習の場づ

くりを進めていきます。 

 

■取り組み内容 

 

自助（自ら解決する） 

  

①福祉に関する教育・

学習の場の促進 

・家族や友人などと人権や福祉に関して語りあう時間を大切

にしましょう。 

②福祉に関する積極的

な情報提供 

・福祉教育に関する勉強会や研修等へ積極的に参加しましょ

う。 

 

共助（地域等で支え合う） 

  

①福祉に関する教育・

学習の場の促進 

・地域の施設や人材を活かし、人権教育や福祉教育に関する

勉強会や研修、講習会の開催や施設見学、体験学習会など

を実施し、身近な福祉の問題について考え、理解する場を

設けていきましょう。 

②福祉に関する積極的

な情報提供 

・地域福祉に関わる問題や地域活動団体についての情報提供

に努めましょう。 
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公助（行政が支援する） 

  

①福祉に関する教育・

学習の場の促進 

・子どもの時から成人期、高齢期に至るまで、すべての生活

面において相手の立場を理解しようとする思いやり、優し

さをはぐくむ学校教育や生涯学習の充実を図ります。ま

た、ワークショップや参加型学習会の実施など、住民がよ

り主体的に参加でき、学べる場の充実に努めます。 

・福祉について身近な話題をテーマとした講演会を開催しま

す。 

・障がい者に対する理解を深めるなど福祉教育の充実を図っ

ていきます。 

②福祉に関する積極的

な情報提供 

・福祉による地域づくりに関する啓発活動や情報の提供を行

うことで、町全体の福祉意識の醸成に努めます。また、

様々な媒体を通して町内の活動事例を紹介するなど、わか

りやすい情報提供に努めます。 

・ボランティア活動や福祉活動のＰＲを通じて、地域福祉活

動の大切さを広報、啓発します。 
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地域福祉を安定的・継続的に進める上で地域住民一人ひとりが自らの問題として地域

福祉への理解と関心を持つことが大切です。 

また、多様化する福祉課題に対応するため、地域住民、ボランティア、NPO、社会

福祉法人、企業等さまざまな担い手が求められていますので、地域活動を担う人材の育

成と確保が必要となっています。これらの事を踏まえ、地域活動を担う人材の育成や推

進役となるリーダー発掘に努めると共に、活動参加の機会づくりに取組みます。 

 

■取り組み内容 

 

自助（自ら解決する） 

  

①地域活動を担う人材

の育成 

・ボランティア養成講座など、地域活動に関わる研修会の参

加に努めましょう。 

②ボランティア活動の

普及・啓発 

・子どもから大人まで地域の一員として、地域活動に積極的

に参加・協力していきましょう。 

③参加につなげるしく

みづくり 

・若年者や定年退職者等の地域活動への参加を進める、家族

で活動に参加する、参加者は家族や友人などを誘うなど、み

んなで誘いあって地域活動への参加を進めましょう。 

 

共助（地域等で支え合う） 

  

①地域活動を担う人材

の育成 

・河南町社会福祉協議会と連携して地域活動を担う人材を積

極的に育成しましょう。 

②ボランティア活動の

普及・啓発 

・積極的に他の地域活動団体との交流や連携を図り、情報交

換や意見交換を進めていきましょう。 

③参加につなげるしく

みづくり 

・地域活動の拠点としていつでも活用できるよう、地区・老

人集会所などを広く開放しましょう。 

・まずは興味の持てる活動から参加してもらうなど、どの世

代でも気軽に参加できる雰囲気づくりを進めましょう。 

④地域活動を推進する

リーダーの発掘・育

成 

・住民の主体的な支え合いや助け合いを促進するため、地域

活動を推進するリーダーの発掘・育成に努めます。ボラン

ティア活動に意欲の高い住民や、サロン等で主体的に活動

している住民を対象に、リーダー養成講座の開催を検討し

ましょう。 
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公助（行政が支援する） 

  

①地域活動を担う人材

の育成 

・河南町社会福祉協議会やボランティア団体と連携して、地

域で身近な福祉活動を担う人材の育成を支援します。 

②ボランティア活動の

普及・啓発 

・河南町社会福祉協議会等との連携のもと、広報紙やホーム

ページ等を活用し、住民に対しボランティア活動の普及・

啓発を図ります。 

③参加につなげるしく

みづくり 

・地域活動を通して、個々人の生きがいや達成感を見出すこ

とができることを周知し、住民が地域活動に参加する意識

を高めます。また、地域活動への参加のきっかけづくりと

なる講座や体験事業などをより一層充実し、住民が地域活

動に参加するしくみづくりに努めます。 

④地域活動を推進する

リーダーの発掘・育

成 

・河南町社会福祉協議会や NPO などと連携して、地域で身

近な福祉活動を担う人材の育成に努めます。 
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地域福祉を推進していくためには、地域住民自らがお互いに交流を深め、地域の問題

を解決していこうとする意識が必要です。しかし、近年では地域のつながりが希薄化し

ている状況もみられます。 

地域のつながりをつくるために、身近な地域で住民同士が話し合える場づくりを進め

ていくとともに、隣近所同士でのあいさつや声かけなど、できることからつながりづく

りを広げていくよう努めます。 

また、地域活動や福祉サービスがあっても、利用者がそこへ行くことができなければ

参加、利用することができません。交通手段が乏しい地域の人たちは、自ら自動車等に

よる移動ができなければ、外出が困難です。現在は自動車等で移動が可能な人について

も、今後、高齢化によって移動が困難になることが考えられます。 

十分な交通手段を持たない高齢者や障がい者、子どもなどが気軽に外出、移動ができ

るよう、企業、地域団体、住民等が連携した取組が必要であり、それぞれが役割と責任

を果たせるような方策を検討します。 

 

■取り組み内容 

 

自助（自ら解決する） 

  

②地域住民同士の交流

促進 

・積極的にあいさつをして、日ごろから隣近所とのつきあい

を大切にしましょう。 

③地域の見守り体制づ

くり 

・高齢者等に対して行う声かけや訪問などの「さりげない見

守り」「無理がない見守り」を通じて、高齢者等の安否確

認に協力しましょう。 

・高齢者等は支えられる立場だけではなく、地域住民ととも

に、自らも支える側としての役割を担うため、支援が必要

なときは、自らＳＯＳを発しましょう。 

④社会参加の促進 
・日ごろからのつきあいを大切にし、進んで交流の場に参加

しましょう。 

⑤世代間交流の促進 
・子どもと共に地域行事に参加するなど、親子のふれあいの

機会や世代間交流の機会をもちましょう。 

⑥交通手段確保のため

の対策の検討 

・公的な移動支援サービスに関する情報を積極的に入手する

よう心がけましょう。 
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共助（地域等で支え合う） 

  

①地域の組織・団体の

連携 

・地域課題の解決を地域全体で図るため、地区福祉委員会や

地域ケア担当者会議等の各種協議会や連絡会、検討会の開

催などにより、地域福祉活動団体相互の協力・連携体制づ

くりを支援し、活動団体間のネットワーク形成に努めまし

ょう。 

②地域住民同士の交流

促進 

・だれもが気軽に集まれる場として、事業所や地区・老人集

会所などを広く開放するとともに、空き店舗や空き家等を

活用した地域活動の拠点づくりを進めましょう。 

③地域の見守り体制づ

くり 

・地域の住民や関係団体、見守り協力機関などが、地域の高

齢者の様子からちょっとした変化を、地区福祉委員や地域

包括支援センターなどの関係機関へ連絡しましょう。 

・河南町社会福祉協議会等の地域団体と介護サービス事業所

等の見守り協力機関との連携を進めるなど、地域における

見守り活動を推進しましょう。 

④社会参加の促進 

・高齢者や障がい者も気軽に参加できるような地域行事を企

画し、地域全体での交流が広がるような取り組みを進めま

しょう。 

⑤世代間交流の促進 
・高齢者をはじめ、子育て中の親や子どもたちが交流できる

ようなサークル活動やサロン活動の充実に努め、誘いあっ

て積極的に参加できるような取り組みを進めましょう。 

⑥交通手段確保のため

の対策の検討 

・地域公共交通は、住民の理解と協力を得て「ともに考え創

り上げる」ということを基本とし、住民とともに多様な考

えを実践に移す場を作りましょう。 
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公助（行政が支援する） 

  

①地域の組織・団体の

連携 

・ボランティア団体など地域内で活動している各種団体の交

流により、多様化した問題の解決を図る協力・連携体制づ

くりを支援し、ネットワークの形成に努めます。また、地

域福祉を推進する上で河南町社会福祉協議会を中心的な組

織として位置づけ、地域福祉活動を推進していくために相

互に連携を図ります。 

②地域住民同士の交流

促進 

・ご近所同士のあたたかい関係づくりに向けて啓発を行って

いくとともに、様々な機会を通して声かけやあいさつ、近

所付き合い、見守りなどを大切にしていく機運を高めま

す。 

③地域の見守り体制づ

くり 

・地域における高齢者の見守り支援ネットワークの構築を図

り、孤立死防止を踏まえた地域住民、関係機関、行政の包

括的な見守りネットワークを整備します。 

・地域のボランティア、ＮＰＯなど、地域内の様々な資源を

活用し、地域の課題に取り組める仕組みや環境づくりを整

備します。 

④社会参加の促進 

・地域の一人暮らし高齢者や障がい者、子育て中の親など、

孤立しやすい人々が社会参加できる機会を増やすことで、

孤立感の解消や生きがいづくり、健康づくり、認知症の予

防などにつなげます。 

⑤世代間交流の促進 

・年齢や障がいの有無に関係なく、あらゆる人々が交流し、

高齢者や障がい者にとっては生きがいづくりに、子どもに

とっては社会性、協調性を養うことにつながるよう、高齢

者の知恵や技能を活用した交流や地域の伝統文化、歴史に

触れる活動、親子のふれあいの場の増加など、全世代的な

交流活動を促進します。 

⑥交通手段確保のため

の対策の検討 

・公共交通の確保が困難な地域では、行政や交通事業者だけ

の取り組みには限界があります。そのため、企業、福祉関

連事業者、地域団体、住民等のそれぞれが各々の役割と責

任を果たせるような方策を検討し、課題解決に努めます。 
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地域福祉を進める上で、地域の福祉を支える団体、組織などと協働していくことは必

要不可欠であり、特に地域福祉の中核的な存在として事業を展開している河南町社会福

祉協議会とは、連携体制をさらに強化していく必要があります。 

地域福祉団体や河南町社会福祉協議会に対する情報提供や活動への協力・助言等を行

うよう努めます。 

 

■取り組み内容 

 

自助（自ら解決する） 

  

①地域活動に関わる各

種団体との連携 

・地域の一員として、地域活動に積極的に参加・協力してい

きましょう。 

②河南町社会福祉協議

会の活動との連携 

・協議会などへ参加を求められたときは積極的に協力してい

きましょう。 

 

共助（地域等で支え合う） 

  

①地域活動に関わる各

種団体との連携 

・団体活動や小地域ネットワーク推進活動への参加を通じ、

地域課題把握に積極的に協力していきましょう。 

②河南町社会福祉協議

会の活動との連携 

・小地域ネットワーク活動による日ごろからの見守り活動を

はじめ、各種ネットワーク活動を通じて、地域において援

護を必要とする人の的確な把握などによる連携を図りまし

ょう。 

 

公助（行政が支援する） 

  

①地域活動に関わる各

種団体との連携 

・地域活動に関わる各種団体が活動に必要な知識や技術を身

に付けるための研修や講座の開催を支援します。また、地

域活動団体が活発な活動を行うため、国、府、町等の補助

制度について情報提供を行います。 

・各種団体の活動に協力します。 

②河南町社会福祉協議

会の活動との連携 

・河南町社会福祉協議会の基盤の整備強化に努めるととも

に、地域福祉を推進するための財源の確保や、住民参画の

促進などを支援します。また、地域活動団体や地域住民の

活動について、各々の自主性を尊重しつつ、活動の協力・

助言を行います。 
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地域福祉を充実させ、より一層推進していくためには、地域の「人」の力が最も重要

です。住民が気軽に地域福祉活動へ参画できるように、町が行っている計画や事業の普

及啓発とともに、住民が自分の意見が反映されていると実感できるような体制づくりが

必要です。 

また、地域の活動は一定の決まった人のみが参画し、活動が固定化することが懸念さ

れます。「健康」、「環境」等、様々な分野で活動している住民や団体を巻き込んだ取

り組みを通して、地域の住民が交流したり、地域福祉活動に興味を持ってもらったりす

ることにより、幅広い分野や世代の住民が地域福祉の担い手として活躍できるよう努め

ます。 

 

■取り組み内容 

 

自助（自ら解決する） 

  

①住民参画への意識啓

発 

・自分たちでできることは自分たちで解決する自助・共助の

意識を持ちましょう。 

②住民参画のための体

制づくり 

・だれもが地域課題を適切な支援機関へとコーディネートで

きるよう、学習に努めましょう。 

 

共助（地域等で支え合う） 

  

①住民参画への意識啓

発 

・団体活動や小地域ネットワーク推進活動への参加を通じ、

地域課題把握に積極的に協力していきましょう。 

②住民参画のための体

制づくり 

・地域福祉活動に興味を持ってもらうため積極的に地域での

会合を開催しましょう。 
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公助（行政が支援する） 

  

①住民参画への意識啓

発 

・各種計画等に対するアンケート及び意見募集の実施等を通

して、住民と行政の協働による魅力あるまちづくりを推進

していくため、住民に対して、町の計画づくりや事業への

参加・参画について普及啓発を行い、まちづくりへの関心

を高めます。 

②住民参画のための体

制づくり 

・各種計画等に対するアンケート及び意見募集の実施等を通

して、町における事業の計画、実施、評価について、住民

が参画でき、十分に意見が反映される体制づくりを行いま

す。 
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地域活動を行うためには、集まって相談したり、実際に活動したりするための拠点と

なる場所が必要になります。また、地域活動団体や地域住民組織と連携して地域課題に

取り組む際には、より細やかに様々なニーズへ対応することが求められています。 

こうした状況から、各地区の集会所については、身近な地域で住民が気軽に利用でき、

地域活動を行う際の活動拠点として、住民主体の地域活動に広がりを持たせ、またその

支援を行う役割を担うことができるよう取組みます。 

 

■取り組み内容 

 

自助（自ら解決する） 

  

①各地域単位での活動

拠点づくり 

・若年者や定年退職者等の地域活動への参加を進める、家族

で活動に参加する、参加者は家族や友人などを誘うなど、

みんなで誘いあって地域活動への参加を進めましょう。 

 

共助（地域等で支え合う） 

  

①各地域単位での活動

拠点づくり 

・地区福祉委員会、ボランティア、NPO 等各種団体をはじめ

とする地域活動状況の広報や活動のコーディネート、公共

施設等活動の拠点づくりに取組みましょう。 

 

公助（行政が支援する） 

  

①各地域単位での活動

拠点づくり 

・各地区の集会所をはじめとした、地域の様々な資源を活用

した活動拠点づくりや、交流、支え合い活動の場づくりへの

支援を行います。また、既存の活動拠点に対しては、人材育

成や活動の活性化、ボランティア活動に関する情報提供な

ど、活動拠点の機能向上を支援します。 

 



43 
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地域福祉活動の主役は地域で生活している住民自身です。住み慣れた地域で助け合え

る地域社会を実現させていくには、身近な地域で住民の主体的な地域福祉が推進される

とともに、住民と行政、関係機関が協働した取り組みが不可欠です。また、地域には多

様な福祉ニーズが潜在しており、それらのニーズに対応していくためには、地域の中で

活動するボランティア、ＮＰＯ、関係団体・関係機関や事業者が地域福祉の重要な担い

手となります。 

計画を推進していくにあたっては、地域福祉を担う主体がお互いに連携し、それぞれ

の役割を果たしながら協働して計画を推進していくことが重要となります。 

 

 

地域福祉の推進のためには、地域コミュニティの形成と支援、すなわち地域内の役割

分担を推進していくことが重要です。地域で暮らす住民の積極的な参画を促すとともに、

地区福祉委員をはじめとする各種団体などとも連携を強め、地域全体が一体となって地

域福祉活動を推進していくことが必要であり、その体制づくりに、町としても積極的な

支援を行います。 

 

 

住民一人ひとりが福祉に対する意識や認識を高め、地域社会の構成員の一人であるこ

とを自覚することが大切です。そして、一人ひとりが自らの地域を知り、自ら考え、地

域で起こっている様々な問題を地域の中で解決していくための方策を話し合い、地域福

祉の担い手として声かけやあいさつ、見守りなど日常的な近隣同士の交流を行うととも

に、地域行事やボランティア、ＮＰＯ活動などに積極的に参加していくことが大切です。 

 

 

町内５地域に地区福祉委員会を設置し、この委員会を基盤として援護を必要とする人、

一人ひとりに対し地域住民が中心となり、保健・福祉・医療の関係者と協働し、「支え

合い」「助け合い」の活動を小地域ネットワーク推進活動として実施しています。また、

河南町社会福祉協議会の地区実践活動組織として各種関係団体の連絡調整を図り、協働

してそれぞれの地区の実情にあわせた福祉問題に取り組むとともに、河南町社会福祉協

議会の内部組織として地区住民の福祉を増進する活動を行っています。 
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コミュニティソーシャルワーカーの役割は、高齢・障がい・子ども等の属性や分野に

関係なく、また、既存の福祉サービスだけでは対応困難な福祉課題に対応するための地

域福祉セーフティネットを地域の実情に応じて構築するため、その構築に中核的な役割

を担い、地域における見守り・発見・つなぎ機能の強化を図るものです。また、地域福

祉力（地域の様々な福祉課題を行政、専門職及び地域住民の協働により解決していく

力）の向上を目指すことを目的とすることで、地域福祉力が向上し、当該地域における

福祉課題への早期発見・早期対応能力をはじめ総合的な対応能力を高める役割を果たし

ています。 

 

 

民生委員児童委員の役割は、地域の人々が自立して暮らすための様々な支援を行うこ

とによって、安心して暮らせるまちづくりを進めることです。民生委員児童委員は地域

福祉の推進のため、社会福祉に関する活動を行う役割を担います。 

地域住民の身近な相談、様々な福祉施策やサービス内容の把握・周知、必要なサ

ービスが受けられるための援助、災害時など迅速な対応ができるよう、担当区域内

の実態把握、要援護者（世帯）の見守りや子育て支援など支援内容が多分野にわた

ってくる中で、福祉・保健・医療・教育等さまざまな関係機関との連携・協力がで

きるよう身近な地域を基盤としたネットワークをつくり、高齢者や障がい者をはじ

め、誰もが利用しやすい環境づくりに推進します。 

 

 

河南町社会福祉協議会は、社会福祉法第１０９条において「地域福祉の推進を図るこ

とを目的とする団体」と定められている社会福祉法人で、社会福祉向上のため「民間」

の立場で相互の調整役として大きな役割を果たしています。 

そのため、地域福祉の推進を図る中核として位置づけられ、行政と協働して今回の計

画の推進役を担うとともに、その推進において住民や各種団体、行政との調整役として

大きな役割を担います。住民や地域活動団体等との話しあいの機会を持ち、地域福祉推

進の先導役を果たすこととなります。 

同時に、組織の充実及び機能強化をはじめ、地域の様々な課題・ニーズに即した事業

の展開と対応を図ります。 
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地域社会の一員として福祉サービスや医療等を供給する主体として住民の多様なニー

ズに応えるとともに、利用者の意向を十分に尊重し、サービスの質の向上に努め、良質

なサービスの提供、サービス利用者の保護、サービスの自己評価・第三者評価や情報提

供、地域社会との積極的な交流に努めることが求められます。 

また、企業は高齢者や障がい者などの就業機会の拡充に取り組むとともに、地域での

ボランティア活動などに取り組むことで、地域社会への貢献が期待されます。 
 

 

これまで町が中心となって取り組んできた福祉サービスの提供は、今後も実態、ニー

ズに即して着実に推進を図っていくことが求められます。地域福祉の円滑な推進には、

住民がその担い手となった主体的、積極的な取り組みが重視されるため、住民の地域活

動・福祉活動に対する助言等の他、積極的な支援に関わっていきます。 

住民及び事業者の地域活動に対し、その自発性を尊重し、住民が主体的に地域活動に

参加できるよう、多様な参加機会や情報の提供など、必要な支援を行います。 

また、住民、地域団体、ボランティア団体、NPO、教育委員会、企業などの地域福

祉活動、地域づくり・まちづくりへの参画のしくみづくりを進めるとともに、これらの

団体等との協働・連携体制づくりに取り組み、これからの地域福祉の担い手である関係

者とのネットワークの構築に向けて、条件整備を図っていきます。 
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「地域福祉計画」に対し、河南町社会福祉協議会では「第 2 期河南町地域福祉活動計

画」を策定しており、地域福祉推進のための提言や住民主体の身近で具体的な行動計画

が提示されています。 

「第 2 期河南町地域福祉活動計画」では、小地域における見守り体制のあり方や権利

擁護活動推進のための相談体制のあり方、地域ケアシステムについて重点的に推進して

いくことが重要です。地域福祉の実現には、行政計画と民間計画である地域福祉活動計

画を連動させながら推進していく必要があります。 

そのため、地域福祉の推進役である河南町社会福祉協議会と連携し、本計画を推進し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉推進地域福祉推進地域福祉推進地域福祉推進のののの理念理念理念理念、、、、方向性方向性方向性方向性、、、、    

小地域小地域小地域小地域のののの福祉課題福祉課題福祉課題福祉課題・・・・社会資源社会資源社会資源社会資源のののの状況状況状況状況 

 

 

 

 住民参加住民参加住民参加住民参加のののの    

取取取取りりりり組組組組みみみみ    
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今回策定した地域福祉計画は、福祉における総合的計画であるため、現状の課題や生

活課題の解決に向けたものであり、計画を推進するには、計画の進行管理と評価を行う

体制を整備する必要があります。 

地域福祉計画は、行政における各分野別の計画の基盤となることから、進行管理にあ

たっては、それぞれの計画との整合性を図りながら推進します。 

 

 

ひとりでも多くの住民に本計画の理念や視点、施策内容などを知ってもらい、理解し

てもらうために、広報紙、ホームページなどを活用して周知に努めます。また、住民や

地域活動団体、事業所において本計画の理念、視点などが共有され、それぞれの地域福

祉推進の仕組みづくりが検討されるよう働きかけます。 

 

計画の推進は、各部の横断的な連携が必要なことから、関係部署との連携を強化し、

町の総合計画をはじめとした各関連計画等に照らし合わせ、各計画について適切な執行

が行われているか進行管理に努め、検証を行います。 

また、各施策の展開について、地域に密着した取り組みを具体的に進め、点検と評価

を行います。 

 

 

地域福祉の推進には協働のまちづくりが重要です。そのために、住民、地区福祉委員

会、各種団体、ＮＰＯ、河南町社会福祉協議会などの地域福祉の担い手をはじめ、民間

企業などと行政が一体となり、取り組めるネットワークづくりを推進します。 

さらに、地域福祉を推進するため、世代間で交流を図りながら、地区別懇談会の継

続・拡大等を検討し、住民のニーズや地域福祉の現状把握に努めるとともに、地域住民

等の意見を反映しながら、計画の着実な推進を図ります。 

 

 

 



49 
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住民懇談会は計画策定における住民参加の一つとして、参加者同士が地域の現状や課題、

今後の方針をワークショップ形式で話し合うことで、今後、住民同士による助け合い、

支え合い活動を推進するためのきっかけづくりとなり、その結果を、計画を策定する基

礎資料として活用するために実施しました。 

 

 

 地区ごとに参加者を募りました。第１回目は地区ごと、第２回目はテーマごとに分かれ、

全２回のワークショップを実施しました。 

 

 

 

   

第
１
回 

平成 24 年 

9 月 16 日

（日） 

河南町保健 

福祉センター 

【【【【各各各各地域地域地域地域のののの現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題・・・・取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて】】】】    

各地区のテーブルに分かれ、身近な地域での

暮らしの中で自分自身が日頃から感じている地

域のよいところや生活課題・福祉課題について

ＫＪ法を用いて話し合い、現状をまとめグルー

プ化しました 

第
２
回 

平成 24 年 

  10 月 14 日

（日） 

【【【【テーマテーマテーマテーマ別別別別のののの現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題・・・・取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて】】】】    

第１回と同様に、ＫＪ法を用いて現状・課題

に対する取り組みを話し合いました 

各テーマに関連する河南町全体の取り組みと

して、日頃の住民生活の中で成果を上げている

と実感することや、成果を上げる上で課題だと

思われること、住民や団体が河南町全体として

重点を置くべき取り組みを検討しました。 
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■  

   

子ども 

・子どもが安全に遊べる公園がない 

・子どもの登下校の際に村の人の姿がない（村の人の

協力） 

・子どもが安全に遊べる場所が欲しい。 

・中学校の通学を石川地区全員自転車通学にしてほし

い。 

・子どもの人数が少なく将来が不安。 

・子どもが悪いことをしていても注意ができない。 

・自転車通学を役場へ要

望。 

・子どもが安全に遊べる

場所、給食センターの

跡地を公園にしてほし

い。 

防犯 

・青パトロールの際、子どもの姿を見ない。 

・石川保育園の送迎の車が危ない。 

・街灯が少なく夜道が危険。 

・石川公園の利用が少ない、有効に使える遊具が少な

い。 

・公園内がシーンとしてるのでもっと子どもたちが遊

べるように整備してほしい。 

・車からガソリンが抜き取られる、治安が悪い。 

・道路状況が悪い、交通事故が多い。 

・青パトロール、下校時

間の確認。 

・公園を地域活動に利用

する。 

ボランティア 

・ボランティアのなり手が少ない。 

・ボランティアの参加者が少ない。 

・ボランティアに参加する人が減少している。 

・ボランティアの加入が少ない。 

・高齢者の年齢がわかりにくく、お祝い等しにくい。 

・いきいきサロンの参加者が少ない（高齢者の参加） 

・個人情報が遮断されているため、人との壁が厚く絆

が薄い。 

・保健師さんの家庭訪問を多くしてほしい。（高齢者

宅） 

・プライバシーが重んじられて高齢者や障がい者の情

報が分からない。 

・区長を先頭にＰＲ活動

をする。 

・若い人に参加をお願い

する。 
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地域活動 

・近所の人との交流が少なくなった。 

・近所の大人でも子供でもあいさつできない人が多

い。 

・井戸端会議程度の小さいグループで交流できる場が

あれば。 

・人間関係の交流が少ない。 

・世代交流の機会の場を作る。 

・お互い様意識の低下。自分さえよければ。 

・クリーンキャンペーンのような催しの数を多くす

る。（大きな単位だけでなく小さいものも） 

・草むらに投棄物を無断で投棄するので、立て看板で

警告した。 

・道路のポイ捨てが多い。 

・犬の散歩のマナー、糞がそのまま、一部の人のマナ

ーがなっていない。 

・ペットの管理悪化（猫の放し飼い） 

・犬の糞を門にさせている。 

・地区外からの粗大ごみの持ち込みが多い（増えてい

る） 

・町内から粗大ごみの投棄が多い。 

・ごみ出しのモラル低下。 

・ 親 家 族 一 緒 に 町 内 清

掃。 

・クリーンキャンペーン

を年２回に。子どもに

お菓子。 

・行政からの警告の立て

看 板 を 倍 増 し て ほ し

い。 

高齢者 

・老人会では、会員が段々少なくなっているので、も

う少し 60 代や 70 代の方が入会していただけるよ

う願っている。 

・高齢者の増加、若い人の居住が少なくなっている。 

・老人会ではコミュニケーションを深めるためにいろ

いろと行事や旅行をしている。入会者が少ないので

会員が少なくなっている。 

・活動内容及び募集の回

覧をする。 
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■  

   

高齢者 

・高齢化、空家増加に伴う自治活動の困難化。 

・若年代の老人会の加入が少なく、高齢者が多い。 

・昼間独居の高齢者の交流の場が必要。 

・憩いの場所が必要。 

・健康づくりへの集団での取り組み。 

・高齢者の食事が貧しい状況。 

・地域活動への積極的呼

びかけ。 

・健康づくり教室。 

防災・防犯 

・通学路の安全を図る。 

・危険箇所の点検 

・地域ぐるみの見守り 

・溝が多い。 

・危険箇所のマップが欲しい。 

・防災に関する意識が強くなってきている。 

・幹線道路での歩道がない。 

・道路が狭く、防犯・防災上問題。 

・歩道がガタガタ。 

・緊急時の際の狭小道路

の整備。 

・防災意識を高める（地

区ごとに定期的に勉強

会を行う） 

・防災器具の整備・備蓄 

・集会所に防災用品を充

実する。 

・見回り、声かけ 

障がい者 

・介護福祉の充実が必要。 

・坂、段差が多く、将来車いすの生活になった時に不

便。 

・障がい者の地域での交流する場が必要。 

・見回り、声かけ 

地域活動 

・子どもの遊ぶ公園が危険（蛇がでたり） 

・投票場集約の弊害。 

・バスの本数が少ない。 

・入居年数が新しいため、細かい内容までわかってい

ない。 

・あいさつ運動。 

・バスの増便。 

・地域と学校との連携 

・地域と小学校の共通行

事の実施。 

・地域内でのあいさつ運

動の輪を広げる。 

・村の会合をもつ。 

子ども 

・子どもが集まる場所（公園）がない 

・子どもが外で遊ばない。引きこもり予備軍化？ 

・子どもの遊び相手が少ない（いない） 

・河南町に小児科がない。 

・子どもの人数（小学生）が少ないので大きな活動が

できない。 

・子どものイベントが少ない。 

・子育ての場、お母さん方の交流が少ない。 

・子ども、青年の地域活動への取り込み 

・子どもの見守り、子育てのための利用をもっと積極

的にするお母さん達の集いを。 

・児童のあいさつがない。青色パトロールの実施中で

出会った際の声かけでの返事（あいさつ）が少な

い。 

・公園の整備 

・通学路の整備 

・小児科の増加 

・声かけ（あいさつ）の

推進 

・子どもに携帯電話、イ

ンターネットに関する

教育の実施。 

・地域の皆で声かけをす

る。 

・地域に子どもの声が聞

こえるように。 
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■  

   

高齢者 

・高齢者の見守り（情報の共有） 

・いきいきサロンの参加者を増やしたい。 

・一人暮らしの人との交わりをどう進めるか。 

・高齢者の移動の自立。 

・横のつながり 

・家族間の連絡 

・老人会の活動を知らせる必要がある。（会員以外の

人に） 

・高齢化が進んできているため病院に連絡 

・グラウンドゴルフが人気のようなのでそういう場所

を設けてはどうか。 

・見守りの充実、いきい

きサロンを活発にして

充実を図る 

・活動場所の確保既存集

落地では、活動拠点で

あ る 地 区 集 会 所 が 古

く、またバリアフリー

化もされていない。改

修・改善の必要あり 

・小学校の使用 

・白木公園の使用も考慮 

・老人クラブをより活発

に 

子ども 

（子育て） 

・学校と地域をつなぐＰＴＡ活動が見えない。 

・中学生以上の子どもたちの通学方法を改善する。 

・ファミリーサポート制度の設置。 

・何か災害があった場合どのようにしたらよいか。地

震が起きた時。 

・乳幼児と保護者の地域内での居場所確保。 

・子どもたちの遊び方、学校開放。 

・子育てしやすい空間を確保する。 

・子どもの下校時の安全（見守り） 

・０～５歳児の安全を確保する。 

・登下校の安全について

地域とＰＴＡとの連携

を密に 

・活動場所の確保、学校

開放も視野に入れる 

・ファミリーサポート制

度の設置 

・見守り隊の活動をより

充実する 

防災・防犯 

・防災（一つにつきる） 

・災害時の対策はどうするのか（地区内の連携） 

・青色パトロールの実施で対策が上がっているが、住

民の意識の向上をもっと図るべき。 

・防災・防犯の取り組みの充実を。 

・災害発生時の対応をもっと充実する。 

・防災、防犯についてはさくら坂全体で行う必要があ

る。（河内校区としても） 

・災害時の避難経路の整備。 

・青色パトロールの充実 

・防災・防火訓練の実施 

・避難場所の確保 

・備蓄の保管 

・避難経路の整備 

・各自治会単位でマニュ

アルを作成、河内地域

全体で共通認識を図る 
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地域活動 

 

・集会所の有効活用、改善。（ルール的に） 

・住民の連帯感が低くなっている。 

・地区集会所の機能拡充。 

・住民相互の交流を深める。 

・地区集会所の一般利用料金の再考。 

・地域住民が気楽に集う場の確保。 

・地区集会所の使い勝手が悪い。（高齢者に対して） 

・住民の自治力を高める。 

・住環境の価値を高める。 

・趣味の集まりの輪を広げる。 

・地域の買い物など生活を便利にする。 

・縦組織が強く横のつながりが少ない（自治会、区長

会、老人会等） 

・集会所の活用の改善 

・使用料の再考（さくら

坂集会所）など 

・地域で気楽に集える場

の設定 

・趣味の集まりの輪を広

げる 

道路・ 

交通問題 

 

・公共交通の定着、発展。 

・公共交通を発達させる。 

・車などの交通の安全性を高める。 

・河内地区では特にさくら坂の子どもたち、中学生の

通学路について道中が狭いため、自転車の通学につ

いては非常に危険。 

・さくら坂が交通不便のため、バスの回数を増便して

ほしい。 

・出かけるのに交通の便が少ない。 

・交通の便が悪い。改善すべき。 

・白木山の道の道路幅を広げてほしい。自転車通学が

危ない。 

・公共交通の充実、学割を早急に。 

・試験バスの運行、定着

化 

・歩道、自転車道の整備

（狭小・段差の解消） 
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■  

   

高齢者 

・高齢者の家庭内ひきこもりのゼロ化運動。 

・高齢者家族のみ世帯のごみの収集援助。 

・福祉委員の高齢化。 

・高齢者家族の買い物支援。（買い出しに行けない人

の支援） 

・緊急通報電話について、手続きの仕方についてもっ

と簡単に！（文明の利器も考えもの）ひとり暮らし

の人などたくさん活用してほしいので。 

・子育て世代の交流の場が少なくなっている。 

・高齢者と子どものスポーツ大会（グラウンドゴル

フ、ボウリング等） 

・高齢者への訪問活動 

・いきいきサロン、他地

域との交流 

・地域的に高齢者がます

ます増えるので、生き

がい探しを積極的に 

・友愛訪問の実施 

子育て 

・子育て世代の交流の場が少なくなっている。 

・高齢者と子どものスポーツ大会。（グラウンドゴル

フ、ボウリング等） 

・子どもが外で遊んでいる姿を見かけない。 

・子どもの数が少ない。 

・子どもたちが遊べる機会を作る。 

・遊び場、公園など。 

・公園の汚さ、中村地区全体はわからないが、老人集

会所のごみ・草など 

・子どもの登下校時、安全・安心できる見守り。 

・昔のように小学校を解

放。 

・小学生、中学生くらい

の子どもたちが安心し

て遊べる場所、例えば

学校の運動場の開放。 

・地域活動、三世代交流

等を開き、絆の発端を

教える。 

・熱射病予防のためのテ

ントを増やす。 

・学校現場へ地域が要望

を。 

防災 

・高齢者の救助方法。（実施訓練） 

・災害時の行動が分からない。 

・隣近所のつながりがあまりないのでは。 

・40 代、50 代の横のつながりがないのでは。 

・広報、スピーカー、聞き取りにくい、単一化されて

いる。 

・広報のスピーカーの音で子どもが起きたりするので

少々困っている。 

・自主防災に中高生の活

用を考えたものにすべ

き。 

・自分たちの地域にあっ

た訓練を。 

・５地区で独自活動がで

きるように、意識の向

上 と 実 効 を 期 待 し た

い。 

・エイフが各地域から消

えようとしている。そ

れに代わる婦人会の工

夫が必要ではないか。 
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環境 

・環境について、野焼にビニール混入。雑草（杉、花

粉） 

・休耕田対策を確立する必要あり。 

・農道整備、水路整備による農業の効率化を。 

・校区全体が集まるような広場と集会施設を。 

・ごみ出しのルールを守

る。 

・行政にお願いする。 

障がい 
・外に出て皆と会話、遊べる催しを作る。 

・障がいのある方の就職相談所（身近にあれば） 
・友愛訪問の実施 

防犯 ・夜間の通行、安心安全。うす暗く一人歩きは危険。 

・自転車運転者の交通ル

ール講習会 

・自転車の整備点検 
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■  

   

子育て 

・学校との交流が少ない。 

・子育て支援。子どもたちと遊ぶ行事とグループ作り。 

・地域の子どもたちとふれあう機会が少ない。 

・黄色い旗が出ている家の人を全く知らない。（どんな

人が住んでいるのか） 

・子どもを預ける友達がいない。 

・自転車で走っていると危ない場面に何度も会う。 

・子どもの安全。通学路の歩道が狭い。雑草が生え、さ

らに通行困難。 

・子どもたちとの交流が少ない。 

・世代間交流については、小学校との交流の実績もある

が、幼稚園との交流が全くなされていない。（かなん

幼稚園ということもある） 

・小学校の統合で以前とは違った取り組みが必要。 

・人々の笑顔とあいさつが大切（子どもの頃からやるこ

と） 

・既存の子ども会の拡

張・拡充（低年齢も） 

・子ども１１０番の周知

啓発 

・挨拶声かけ運動の促進 

・子ども会との交流 

・世代間交流行事の充実 

・かなん幼稚園との具体

的行事協力 

地域 

・地域への活動が多様で活発に行われている。 

・ボランティア人口が多い。 

・近所の人との付き合い方が難しく思う。 

・若い人たちのボランティアを。 

・各地区のボランティア活動をもっと知ってほしい。 

・地域活動、地域イベントの充実 

・地域活動に無関心。 

・自治会組織の実用化。 

・新興住宅地独特の「うちのことはほっといて」がコミ

ュニケーションを邪魔しているのでは。 

・地域のコミュニケーションが以前より困難になってい

るように思う。 

・地域の中で福祉活動に参加している人がほぼ同じ人た

ちである。 

・空き地の管理、草刈りをもっとこまめにしてほしいと

思う。 

・障がい者の急増。成人になってからの障がい者に対応

が必要。 

・地域の人たちの付き合いが希薄では？ 

・大宝ではパトロールや清掃活動が活発なので、今後も

続くことを願っている。 

・野良猫が多い。 

 

 

 

・地域の交流を深めよう

（総論から各論へ） 

・自治会の実用化 

・挨拶運動を広げる 

・ボランティア活動の広

報、周知 

・各団体、グループ間の

連携 
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防災 

 

・消防車、救急車の進入路が一本であり、１秒を争う時

に問題あり。 

・防犯、防災は５年前と比べて意識・組織とも大きく向

上している。 

・まず自分の命を守る 

・消防車、救急車の進入

路の確保 

施設 

・緊急放送が全く聞こえなかった。 

・公民館利用の申し込みについて 

・老人ホーム、介護施設の問題多し。交流があまりな

い。 

・施設活用。３・４丁目集会所の地域活動への活用。 

・要援護者の調査、要援護者情報と個人情報の仕分け。 

・ボール遊びができる所がない。 

・公園で誰も遊んでいない。 

・ふれあい湯の今後。 

・グループホームについて 

・住民のコミュニケーシ

ョンの場の拡充 

・３、４丁目集会所の管

理運営の効率化 

・空き家、空き地の活用 

高齢化 

・最近、高齢者に関する問題が増えてきた。 

・敬老や配食、ふれあいなど、高齢者に対する取組みは

万全ではないものの、一定の評価はできる。 

・町との連携、特に情報面がうまくいっていないよう

だ。 

・ボランティアの高齢化。 

・孤独死防止について。 

・要援護者の情報の収集

と対策 

・高齢者対策、元気な高

齢者の活用。 

・無目的な寄り合い所の

設置 

交通 

・高齢化が他地区よりも高いので、特に足の問題が大き

な課題となっている。 

・高齢化で買い物などが不便。 

・高齢者として買い物の不便さを感じる。 

・習い事があっても交通の便が悪いと大変。 

・交通の不便さ、マイカーに乗れなくなった時の不安 

・地区道路の補修順序について 

・車がないと移動できない 

・河南町は空気も景色もいいけれど交通が不便。 

・助けを必要とする要援護者の買い物、通院等の交通事

情 

・コミュニティバスの開

発 

・自家用車の地域活用 

・送迎ボランティア活動

の拡充 

防犯 

・防犯意識。雨戸を閉めるだけで防犯効果があると思う

けど、閉めていない家が多いように感じる。 

・空き地・空家の防犯対策 

・防犯意識。グーグルマップをご存知ですか。パソコン

で皆の家の写真が見れます。 

・各自の防犯意識の向上 

・情報の共有 
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■  

   

施設 

・世代間のふれあいの場がほしい。例）全校いも煮会 

・地区集会所での高齢者との交流をいかに運営する

か。 

・高齢者が自由に集える「いこいの場」がない（少な

い）浴場、談笑の場。 

・老人の憩いの場を作ってほしい。 

・いこいの場の設置。 

・空家利用について町へ

の要望。 

高齢者の 

相互扶助 

・若手の老人会への入会がない。 

・老人会の高齢化。（社会全体の流れ） 

・元気な人はサポーター呼びかけ。 

・元気な人は皆サポータ

ー。 

高齢者支援 

・車に乗らない高齢者で要介護認定にならない方達の

買い物の手伝いは。 

・高齢者が買い物をすることが大変になっている。 

・リサイクルのビン・カン・ペットボトル・プラスチ

ックの日に、指定の場所に持ち出しができない。 

・元気な高齢者（若い方）のボランティア、期待でき

ないか。 

・週２回の生ごみが出せない方がおり困っている。 

・助け合いの具体的なネットワーク。 

・元気な高齢者が多いのでどこまで声かけをしたらい

いのか、わかりにくい。 

・サービスを受けようと思う人は自ら手を挙げる勇

気。 

・個人情報の提供。 

・提供者は得（徳）をす

る。 

高齢者の 

活動の場を

増やす 

・高齢者の生きがいを見つける取り組みが少ない。

例）ふれあい農園 

・生きがいを感じる具体的なもの。例）グラウンドゴ

ルフ、囲碁、将棋 

・個人が自立をできる努力をする。 

・今どきの高齢者は元気な方が多いので、もっと活躍

の場を提供できないか。 

・元気な高齢者の活動を図る。 

・個人能力の発揮。 

いきいき 

サロンの 

活動充実 

・いきいきサロン等で、体操のみでなく、他の事を教

えてもらいたい。 

・いきいきサロンへの参加が少ない。 

・いきいきサロンの参加者を増やしたい。（不参加者

を参加させたい） 

・いきいきサロンなど事業の参加者の顔ぶれが同じよ

うな方達なので、出てこない（出席されない）方達

をどうするか。 

・高齢者による高齢者訪問。（友愛訪問） 

・地域活動への呼びかけ。 

・参加者の一定化。 
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高齢者の 

要援護 

個人情報の

収集 

・高齢者の年齢がわかりにくく、行政として情報提供

してほしい。 

・誰がどのような支援を受けているかがわかりにく

い。 

・近所の助け合い。 
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■  

   

通学路 

・石川地区全員、自転車通学にしてほしい。 

・小学生の通学路、安全上、歩道を設定。 

・河南中学校生については、常に自転車通学（安全

性）が問題提起されている。各校区とも共通の課

題。 

・子どもの通学の見守りを、地域ぐるみで行う。（危

険箇所の点検や声かけ） 

・通学路、危険個所などを把握する。 

・子どもたちの安全を守るために、大人が地域改善に

努める。 

・大宝地区と石川地区間の道幅を、溝にふたをして広

げる工事をしてくれている。（安全面） 

・家庭や地域における子育て機能が低下しているの

で、高齢者等の知識を活かして子育ての助言を行

う。 

・中学校の登校→スクールバスの導入。（安全確保の

ため） 

・通学路の安全、雑草が歩道を塞いで危険との認知が

低いと思う。定期的な除草を。 

・通学路（方法）の見直し、安全な通学路の確保。 

・公園、道路など子どもが被害にあった場所などを実

際に調査し、街の中に潜む危険箇所を把握する。 

・危険箇所マップを作成する。 

・小中学生の通学路の安

全確保。 

↓ 

危険箇所を把握する、

地域で見守る。 

↓ 

ブルーガードの有効利

用。 

下校時に家におられる

方は外に出てもらう。 

遊び場 

 

・子どもがのんびり遊ぶ時間がない。 

・遊び場（公園）を各地区最低１箇所は確立する。 

・遊び場がないため、道路での自転車遊びなど、危険

と隣合わせなのが心配。 

・外で遊ぶ子どもの声が聞こえないので、安全に遊べ

る場所がほしい。 

・学校の開校問題は、池田小学校の事件から難しいの

では。 

・公園での子供の数が少ないのでは。就学関係と５時

までは、季節によって変えるべき。 

・５時の放送を季節によって変えるべき。 

・地域の大人と子供が触れあえる行事があれば。積極

的な参加を。 

・ゆとり教育後、宿題が多すぎて外でのんびり遊ぶ時

間がない。 

・子どもの遊びの大切さ

を 認 識 す る こ と が 大

事。 

↓ 

子どもが遊べる場所を

確保する。 

子どもが遊べる時間を

確保する。 

見守り活動、大人が積

極的に子育てに参加、

見守る。 
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子育て 

・ママ、パパが子育てや教育の最先端であることへの

自覚がほしい。 

・小学生の人数が少なくなっているが、今後どのよう

にしていくのか。 

・子ども会の充実がテーマになっていますが、逆に廃

止したところもあり、子ども会のあり方そのものの

再考が必要。 

・放課後児童会の人数が少なくなっているが、どのよ

うにしているのか。 

・保育園の待機児童は少なくなっているのだろうか。 

・０～３歳までの子育てが少なくとも大宝地区に関し

てはあまり協力体制がなされていない。 

・近隣で子どもたちの騒ぎ声が聞こえることに安らぎ

を感じる。 

・町や社協の子育て支援事業をもっと活用すること

で、親の交流が進む。 

・ブルーガードパトロールをすることで、少しでも多

くの人が関心を持ってきている。 

・大人から子供たちにあいさつ、声かけに努める。子

どもの方から返事が戻ってくるのでは。 

・集会等で登下校した子供を預けられないか。高齢者

等が協力して。 

・ 子 育 て 支 援 制 度 の 周

知。 

・集会所等を利用して、

高齢者の方が子どもの

見守りを行う。 

・若い世代を住みやすく

してもらえたら、子ど

も の 数 が 増 え る と 思

う。 

↓ 

・福祉が充実した町であ

る こ と を ア ピ ー ル す

る。例）待機児童が０

人等。 

その他 

 

・いじめ問題。 

・近つ飛鳥小学校に統合されており、石川と大宝との

協力がまだ始まったばかりで、今後どうやっていく

のか課題として残っている。 

・かなん幼稚園との交流が少ない。 

・図書館の充実を希望。 

・いじめ防止対策として

のいじめ等の実態調査

が必要なのでは。 

・交流行事、話し場づく

り他。 

・全小中学校が合同で行

う企画があれば。 

・高齢者との交流を学校

単位でカリキュラムに

盛り込む。 

・河南町小学校全部での

スポーツ大会などのイ

ベントがあればいいの

では。 

・図書館の地域分室化。 

・蔵書の充実。 
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■  

   

防災意識 

・防災・防火訓練（避難経路）備蓄の状況。 

・防災意識のさらなる向上。 

・防災意識、他人ではなく各々が自覚を持って対応。 

・河南町にくる災害の（予測できる範囲で）ビデオを

作ってほしい。老人会、婦人会、子ども会、いきい

きサロンなどで上映して、生きた防災訓練をしてほ

しい。（防災意識の向上） 

・要援護者マニュアルの

さらなる展開。 

・自主防災組織充実のた

めの補助。 

・災害時要援護者に対す

る支援体制の推進。 

・防災、防犯意識のさら

なる向上。 

マニュアル

の整備 

・要援護者マニュアル、要援護者の把握、内容の理

解、コミュニケーションの活性化、潜在的要援護者

の把握。 

・要援護マニュアルが全く役に立っていない。非常時

の展開から即対応するシステムになっていない。 

・自治会単位でマニュアル作成。 

防災設備 
・町内放送内容に変化を付ける、広報かなんの活用。 

・緊急放送が聞こえにくい。 

 

■  

   

青色パトロール 

・青色パトロールの成果が上がっている。 

・青色パトロールを河内地区で巡回しているが、時期

的なものがあるのか子どもの姿が見えない。 

・青色パトロール活動（全体の状況）がほしい。 

・青色パトロール、犯罪はなくならない、近隣、自己

防護、まちぐるみ、情報交換。 

・青色パトロール、取り組みは大変よいと思う。 

・小学生の登下校の見守りの取り組みは良い。ジャン

パー、例えば見守り隊と書いた服を着れば見た目に

も防犯になるのでは。 

・防犯カメラの充実。 

・青色パトロール、徒歩

巡 回 パ ト ロ ー ル の 推

進。 

・防災、防犯意識のさら

なる向上。 

防犯意識 

・防犯意識が低い、鍵をかけないで外出する。 

・空き家が増えている中で、防犯対策が必要。 

・自助、共助という視点から隣近所とのコミュニティ

ーの形成。（声かけ） 

防犯施設等 

・街灯が消えていてもなかなか直らない。 

・自転車の夜間運転、分かりにくいので目印を付けて

ほしい。 

・防犯カメラの有効性をもっと理解を図るべき。藤井

寺市犯罪激減。 

・通学路の安全確保。 

・歩道がないところが多い。 

・道路狭小箇所の整備。 
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■  

   

コミュニケ

ーション 

・子どもと大人のコミュニケーションの場があればよ

い。 

・子ども（中学生）のモラルが低い 

・住民同士のつきあいが薄い。 

・世代間の交流、さらに深化させるためにはどうする

べきか。 

・小地域ネットの充実により、高齢者間のコミュニケ

ーションを深める。 

・心の病気の患者を抱える家族のケアをする場があれ

ば 

・モラルが低い（タバコ、ポイ捨て） 

・趣味の集まりの輪を広げる。 

・社協と地域の連携をより強める必要あり。 

・役場、福祉委員会からの情報提供（個人）をしてほ

しい。 

・ふれあう機会の場を増

やす。 

・指導者、リーダーの育

成。 

・各地区で活動している

団体の横のつながりを

深める。 

施設の充実 

・公民館利用も順番取りが大変なので、空き家を町が

買い取って場所の提供をしてほしい。 

・地区施設の有効活用を進める（集会所のバリアフリ

ー等） 

・町内の全集会所の使用ルール、公示及び有効活用化

する、パソコンでのデータ化。 

・地域で子ども、高齢者、障がい者に関心を持つ。 

・子どもの遊び場等の確保。 

・各施設の有効活用。 

・高齢者、障がい者が使

いやすい施設にする。 

ネットワーク 

・小地域ネットワーク活動による高齢者の在宅訪問に

より、実態が把握されている。 

・ボランティア活動が個人的に負担のかからないよう

な時間（お金）の使い方。 

・町を縦断するコミュニティバスがあれば。 

・各地区間の横のつなが

りを深める。 

・利便性向上のための交

通機関の整備。 
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■  

   

通学路 

・交差点での飛び出し注意を喚起する看板があまり目

立たない。 

・通学中、速度制限や通行止めの措置をとる。 

・路地にも必ず街灯を設置してほしい。 

・子どもの通学路に歩道スペースがないところがあ

る。 

・信号のない、交通量の多い横断歩道、なかなか渡れ

ない。もっと大きく看板や標識を出す。 

・通学路に幅広い側溝が多々あって、何度か子どもが

落ちている。蓋をしてほしい。 

・通学路の安全。 

・中学校への自転車通学見直し。 

・自転車の通学路の道幅が狭い。（白木バイパス） 

・自転車専用道の設置で通学路の安全確保。 

・サンヨーメディカル付近の用水路の蓋。幼稚園児が

川に落ちた。 

・道路の段差や高低差を少なくし、自転車を乗りやす

く、歩きやすくする。 

・通学路の自転車、歩行

者の一列運行の徹底。 

・交通量の多い横断歩道

等に標識看板の設置。 

・通学中の速度制限や迂

回の措置をとる。 

バス 

・やまなみバスの停留所を見直し、増やす。 

・公共交通機関利用では行けない医院への交通の便を

町のバスで補う。 

・最終バスの時刻が早すぎる。 

・バスの回数を増やす、時間の間隔をできるだけ短

く。 

・金剛バスの本数が少ない。 

・バスの便数が少ない。（駅までのバス、具体的には

金剛バス） 

・コミュニティバスを利用する。 

・送迎（自家用車）、業者と交渉。 

・総合体育館へ往復する子どもたちのための交通につ

いて。（乗り合わせか） 

・バスの増便。 

・バスの新規参入の実現

（デマンドバス等） 

・金剛バスの時刻、本数

の改善。 

・やまなみバスの停留所

の見直し。 

・スーパーからの送迎バ

スの希望。 

交通マナー 

 

・西山開発地の道路の停止線。 

・高齢者の運転マナー講習会を開く。 

・自転車に乗る際の交通マナー指導、講習。 

・西山開発地のビニール焼の禁止。 

・ダンプカーが多く走る道路で対向車待ちの折り、ク

ラクションで礼をすることが多い。昼は手でよい。 

・住宅地の路上駐車を減らす呼びかけ。 

・ダンプは交通量の少ない道を走るように。 

・自転車の一列運行（指導）。歩行者も同じ、両端で

歩かない。 

・交通安全意識を高める

ために、年代別の講習

会の実施。 

・住宅地等地域での路上

駐車を減らす呼びかけ

をする。（回覧板等） 

・ 開 発 地 域 へ の ダ ン プ

（工事車両）等の乗り

入れの安全確保。 
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河南町地域福祉計画策定委員会委員名簿    順不同・敬称略 

◎委員長 ○副委員長 

 
区  分 氏 名 所  属 備  考 

1 学識経験者 ◎ 農野 寛治 大阪大谷大学人間社会学部人間社会学科 教授 

2 医療関係 
 

仲谷 宗裕 富田林医師会 理事 

3 社会福祉事業者 ○ 大林 登 河南町社会福祉協議会 副会長 

4 社会福祉事業者 
 

三木 義弘 特別養護老人ホーム（菊水苑） 総合施設長 

5 社会福祉事業者 
 

古川 督 生活支援相談室 しなが 施設長 

6 福祉活動団体 
 

廣野 清枝 河南町民生委員児童委員協議会 会長 

7 福祉活動団体 
 

松井 勝彦 河南町老人クラブ連合会 会長 

8 福祉活動団体 
 

大門 晶子 河南町エイフボランタリーネットワーク 会長 

9 福祉活動団体 
 

近藤 雅美 河南町ボランティア連絡会 会長 

10 福祉活動団体 
 

辻元 修子 河南町母子寡婦福祉会 会長 

11 社会教育活動団体 
 

藤原 充 河南町青少年指導員連絡協議会 会長 

12 住民代表 
 

筧 俊彦 河南町区長会 会長 

13 住民代表（当事者） 
 

遠藤 勉 河南町身体障害者協会 会長 

14 住民代表（当事者） 
 

鴻巣 十二子 河南町手をつなぐ親の会 代表 

15 行政機関 
 

小川 ひろみ 大阪府富田林保健所 地域保健課長 

  合計 １５名 計   

16 
行政機関 

（オブザーバー）  
鈴木 正彦 大阪府富田林子ども家庭センター 所長 
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●  

ＮonProfit Ｏrganization またはＮot-for-Ｐrofit Ｏrganization の略。民間非営

利組織のことをいう。営利を目的とせず、公益のために活動する民間団体の総称。 

 

    
 

●  

住民・行政・企業など複数の主体が、それぞれの特性を認識し尊重し合い、資源を出

し合いながら、対等な立場で、地域の課題解決など共通の目的に向け、連携・協力する

こと。 

 

●  

アイデアや意見をフセン紙に記入し、グループ化する作業の中から話し合いを進める

手法。考案した日本の文化人類学者川喜田二郎氏の頭文字を取って「ＫＪ法」と名付け

られた。 

 

●   

人間としての権利を保障すること。高齢者や障がい者など社会的に不利な立場にある

人々に対する人権侵害（財産侵害や虐待等）を防ぐことや、自己の権利やニーズを表明

することが困難な人に代わって、援助者が権利やニーズを表明すること（代弁）をいう。 

 

●  

子育てに関する相談や子育てサークルへの支援、子育て情報の提供など、地域の子育

て家庭に対する支援を行う機関。 
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●  

住民の福祉向上を目的として、地域住民、公私の福祉関係機関・団体により構成され

た社会福祉法人。社会福祉法において、社会福祉協議会が地域福祉推進の核として位置

づけられている。 

 

●   

わが国における福祉サービスの基礎をなす法律。社会福祉の目的や理念、原則などを

盛り込み、社会福祉事業の範囲や社会福祉協議会、福祉事務所、社会福祉主事、社会福

祉法人など、社会福祉の基礎構造に関する規定とともに、市町村地域福祉計画などの作

成その他の地域福祉の推進を図るための規定が定められている。 

 

●   

知的障がい、精神障がい、認知症等により、判断能力が不十分な成年者を保護するた

めの制度。具体的には、判断能力が不十分な人について契約の締結等を代わりに行う代

理人などを選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合、それを取り

消すことができるようにするなど、これらの人を不利益から守る制度。 

 

    
 

●  

保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士の３職種が配置され、高齢者やその家族か

らの相談、ケアプランの作成、介護予防の推進、介護者の支援、認知症支援、高齢者の

権利擁護などに取り組んでいる。 

●  

ドメスティック・バイオレンスの略で、配偶者や恋人などのパートナーから暴力を受

けること。身体的暴力に限らず、精神的、経済的、性的等、あらゆる形の暴力が含まれ

る。 
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●  

個人のそれまでに発達した知能が、脳の後天性障がいにより持続的かつ比較的短期間

のうちに低下し、日常生活に支障をきたすようになること。大きく、脳血管性のものと

アルツハイマー病に区別される。 

 

●  

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能力が不十分な方が地域に

おいて自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助

等を行うもの。 

 

●  

ノーマライゼーションとは、高齢者も障がい者も、子どもも女性も男性もすべての

人々が、人種や年齢、身体的条件に関わりなく、自分らしく生きたいところで生き、し

たい仕事や社会参加ができること。 

    

    
 

●   

障がい者が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となる段差を取り除くこと。広く

は、障がい者の社会参加を困難にしている社会的、経済的、心理的なすべての障壁の除

去という意味で用いられる。 

 

●   

個人の自由な意思によって、金銭的対価を求めず、社会的貢献を行うこと、及びそれ

に携わる人のこと。ボランティア活動は、「自発性・無償性・利他性」を原則としてい

るが、学校教育等の一環としてのボランティアや有償ボランティアもある。 
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●  

一般的には、初心者や未経験者があることを適切に行うための方法や基準、個々の役

割等を解説した文書のこと。  

 

●  

民生委員法に基づき、厚生労働大臣が委嘱し、児童福祉法に定める児童委員も兼ねて

いる。職務は、地域住民の生活状態の把握、要援助者の自立への相談援助・助言、社会

福祉事業者または社会福祉活動者との密接な連携・活動支援、福祉事務所その他の関係

行政機関の業務への協力など。 

 

    
 

●   

多様な価値や考え方を受け入れ、参加者の立場や年齢の違いに関わらず、誰もが自由

に意見を言いやすく、形式張らないよう工夫された会議の手法。住民参加型のまちづく

りなどで、合意形成のために使われることが多い。 

 
 



73 
 

 

    

2222     

    

25252525 3333     

            

585585585585----8585858585858585    1359135913591359 6666    


